
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１-２公共(補)雨水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ６月 ６日から 

令和 ２年 ３月１３日まで 

令和 元年 ６月 ６日から 

令和 ２年 ３月２７日まで 

契約金額 

（税込） 
   １２９，６９０，０００円 １３３,０７３,６００円 

工事概要 

工事延長          318.4m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1300)  134.8m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1200)  165.6m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1100)   13.2m 

組立式角形マンホール築造工 1箇所 

管利用マンホール築造工   1箇所 

覆工板設置撤去工     1098.2m2 

表層工 4cm         958.3m2 

表層工 5cm         191.7m2 

1号マンホール撤去       2基 

工事延長          317.5m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1300)  134.0m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1200)     - m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1100)     - m 

組立式角形マンホール築造工 - 箇所 

管利用マンホール築造工   - 箇所 

覆工板設置撤去工     1274.4m2 

表層工 4cm         1073.6m2 

表層工 5cm          31.8m2 

1号マンホール撤去       1基 

（新規）閉塞版        1枚 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

① 1-7 及び 1-11～13 路線において当初覆工板幅を 3.0m で施工する計画であったが、管

路掘削時に掘山のすぐ脇に覆工板受桁があることから、掘削時に受桁の基礎砕石が流

出し、覆工板が倒壊する恐れがあるため、覆工板幅を 4.0m とする。 

（覆工板設置撤去工 +176.2m2、土工 ＋154.3 ㎥） 

② 事前調査において、既設のﾎﾞｯｸｽｶﾘﾊﾞｰﾄ及び人孔付近を掘削する際、街路構造物に影響

を与える可能性があり線形の見直しを行った結果、1-7 および 1-14 路線の工事延長を

変更する。（工事延長 -0.9m、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工□1300 -0.8m） 

③ No1_10-3.0m~No1_10+50.0m の区間において、区画整理組合との協議により路盤復

旧とすることとなったため、②の理由と合わせて表層工を変更する。 

（表層 4cm +115.3m2、表層 5cm -159.9m2） 

④ 1-7 路線の函渠最上流部の埋戻しを行う際、土砂流入による道路の陥没を防ぐため、2

次製品の閉塞版を新規追加する。（新規：閉塞版 1 枚） 

⑤ No1-10 人孔付近の 1 号人孔については、区画整理事業により撤去されたため減とす

る。（1 号マンホール撤去 -1 基） 

⑥ 当該路線は近隣で施工する複数の汚水管布設工事の迂回路となっており、また一部区

間においては施工箇所が重複していることから、他工事と調整に時間を要したため、

工期を延期する。  

以上の結果、増額変更および工期を延期する。 


